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句

人

‐

Ｊ

《

Ｐ

化

Ｌ

織
鎭
剃
鰯
：
：
、

鰯
蒜
堺
徹
昭
和
三
三
年
七
〃
一
七
日
生

略
歴

和
欧
山
県
田
辺
市
生
ま
れ
．
地
元
の
小
学
校
、
中
学

校
、
和
歌
山
県
立
田
辺
高
校
を
経
て
、
東
京
大
学
法

学
部
を
卒
案

昭
和
五
七
年
四
月
司
法
修
習
生
．

五
九
年
四
月
検
事
任
官

以
後
、
札
縄
地
検
《
札
晩
地
検
室
蘭
支
部
、
大
匠
地

検
、
大
津
地
検
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
飼
飼
壷

部
．
東
京
勉
検
八
王
子
支
麓
、
・
東
京
地
検
の
各
検

事
．
旭
川
地
検
次
席
検
事
、
最
高
検
事
務
取
扱
検
事

な
ど
と
し
て
動
務
・

平
皮
二
０
年
九
月
東
京
地
検
交
通
郁
長
二
二
年
一
月
東
京
地
検
公
安
部
長

同
年
七
月
東
京
地
検
特
別
捜
去
部
長

二
四
年
七
月
初
日
地
検
検
事
正

二
五
年
七
月
．
東
京
地
検
次
席
検
事

二
六
年
七
月
東
京
高
検
次
磨
検
事

二
八
年
九
月
東
京
地
検
検
事
正

二
九
年
九
月
仙
台
高
検
検
奉
長

三
○
年
七
月
次
長
検
事

令
和
二
年
七
月
東
京
轟
検
検
事
長

三
年
七
月
退
官

同
年
九
月
最
寓
戴
判
所
判
事

最
高
葎
判
研
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

赴
高
戴
判
所
判
事
韓
任
後
日
が
浅
い
た
め
、
特
に
配
す
べ
き
も
の
は
あ
り

ま
せ
ん
。

戴
判
宮
と
し
て
の
心
構
え

私
は
、
最
高
裁
判
所
判
事
に
任
官
し
て
同
も
な
い
で
す
が
へ
匁
高
戯
判
所

は
「
憲
法
の
替
人
」
と
も
呼
ば
れ
、
大
変
通
い
役
創
を
担
い
、
事
案
に
よ
っ

て
は
社
会
に
大
き
な
影
靭
を
与
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
最
高
裁
判
所

の
判
事
の
一
人
と
し
て
、
鮫
に
丘
い
責
任
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
常
に
窓
撤

し
な
が
ら
、
緊
弧
塵
を
も
っ
て
吸
務
に
当
た
っ
て
い
ま
す
．

最
高
裁
判
所
判
事
に
任
官
す
る
以
前
は
、
主
と
し
て
検
察
の
現
秘
で
検
察

官
と
し
て
刑
事
事
件
に
甥
わ
り
ま
し
た
。
複
雑
困
鯉
な
事
件
の
捜
査
・
公
判

に
関
与
す
る
中
で
、
事
件
の
真
相
解
明
に
必
要
な
専
門
的
知
職
を
獲
得
し
て

き
た
の
み
な
ら
ず
、
会
社
な
ど
組
織
の
有
り
様
や
事
件
の
背
最
と
な
っ
た

楳
々
な
事
構
に
閲
し
て
も
学
ぶ
と
と
も
に
、
検
察
官
と
Ｌ
て
簸
魯
の
判
断
に

達
す
る
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
観
点
か
ら
考
え
、
知
恵
を
絞
っ
て
き
ま
し
た
。

最
高
裁
判
所
は
痩
化
が
箸
Ｌ
い
現
代
社
会
に
お
い
て
、
種
々
の
榎
点
か
ら

検
肘
を
行
い
、
紛
争
解
決
の
た
め
に
適
正
喪
当
な
判
断
を
下
す
こ
と
が
求
め

ら
れ
ま
す
。
私
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
察
官
と
し
て
の
経
験
を
趣
高
賦

判
所
判
事
の
竃
務
に
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
亘
い
取
責
を
果
た
し
．

公
平
・
公
正
で
紛
争
解
決
と
し
て
妥
当
な
段
判
を
実
現
し
茜
国
民
か
ら
の
期

待
と
信
頗
に
応
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
も
亭
件
の
当
事
肴
の
甘
唖
分
に
十
分
耳
を
傾
け
る
と
と
も

に
、
同
僚
の
哉
高
裁
判
所
判
事
と
の
肝
限
の
中
で
思
考
を
深
め
な
が
ら
、
学

び
綾
け
る
章
唆
と
医
虚
な
姿
勢
で
鍵
心
餓
な
唾
務
を
遂
行
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
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掲載文は、原稿用紙の黒枠内に記載し、又は記録しなければならない。
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